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１．付託案件審査
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（ 開会 午前10時00分 ） 

 

◆開会 

●委員長（高原邦子） 

ただいまより第６回予算特別委員会を開会いたします。本日の出席委員は全員であります。 

当委員会の会議録の署名は、委員会条例第30条の規定により委員長がこれを行います。 

 

◆付託案件審査 

●委員長（高原邦子） 

当委員会に付託されました案件は、お手元のとおりでございます。一般会計補正予算（補正第

３号）につきましては、所管部局長が説明を行い、説明が終了した後、補正予算全体についての

当委員会の取りまとめを行います。 

審査に入る前にお願いいたします。発言は、全て簡単明瞭にお願いいたします。議題外にわた

ったり、その範囲はできるだけ超えないようによろしくお願いいたします。 

次に、委員の御発言は、まず挙手をして委員長の指名を受けた後、自己のお名前を告げ、質疑

は資料の該当ページを示した後、はっきり聞き取れる声量で発言されるようにお願いいたします。 

また、理事者側の説明及び答弁については、委員長から指名を受けた後、部長以外の職員につ

いては、所属と名前を告げてから行ってください。以上、御協力をお願いいたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【総務部、議会事務局、消防本部所管】 

●委員長（高原邦子） 

それでは付託の案件を行います。 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、総務部、議会事務

局、消防本部所管の歳入歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

 

□総務部長（岡田浩和） 

それでは、議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）のうち、全体概要

及び総務部所管について御説明申し上げます。初めに、全体概要について説明させていただきま

す。 

１ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出のそれぞれに２億2,580万円を追加し、

予算総額を222億6,932万9,000円とするものでございます。 

５ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費補正ですが、総務費の市営バス更新事業は、

１つ目に河合・宮川乗合タクシー車両の年度内の納期が困難となったものでございます 

２つ目にかみおかぐるりんバス車両につきまして、令和８年度に取得することで国庫補助の対

象となるため、繰越しをさせていただくものです。 

次に、土木費の社会資本整備総合交付金事業及び通学路緊急対策事業につきましては、関係機

関及び関係者との協議に時間を要したものです。 
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同じく土木費の道路メンテナンス事業につきましては、河川管理者である岐阜県との協議に時

間を要したものでございます。 

次に、第３表、債務負担行為補正の追加になりますが、指定管理施設の令和８年度からの指定

管理料に関するもので、上段が神岡ことばの教室と種蔵山里の暮らし体験施設、下段がゆぅわ～

くはうすほか９施設になります。期限は令和10年度と令和12年度までとしまして、限度額を記載

の額とするものでございます。 

次に、第４表、地方債補正でございますが、辺地対策事業債は、市道跡津川線整備工事に伴う

用地測量業務が土地所有者と交渉ができず業務を発注できないことから、300万円を減額するも

のです。 

過疎対策事業債は、施工中の市道山田麻生野線改良工事の進捗を図るため、300万円を増額する

ものです。 

このほか、神岡消防署配置の災害対応特殊消防ポンプ自動車の入札により、その差額分170万円

を減額することから、これを合計しまして130万円を増額するものでございます。 

次に、歳入を説明させていただきます。８ページをお願いいたします。まず市税でございます

が、固定資産税については、償却資産の修正申告によりまして、500万円の増となります。 

市たばこ税は、当初予算と比較した本数等の増加を見込みまして、900万円の増としておりま

す。 

９ページをお願いします。国庫支出金から次ページ中段の県支出金につきましては、各種事業

の国・県所要額の調整となります。 

同じく10ページの繰入金になりますが、財政調整基金繰入金は、人事院勧告に伴います人件費

の影響と、時間外勤務手当及び全体調整の財源とするものです。 

ふるさと創生事業基金繰入金は、有害鳥獣捕獲事業ほか５事業の財源とするものです。 

一番下、防災基金繰入金は、市内企業からの防犯カメラの設置要望に対する補助金の財源とす

るものでございます。 

11ページをお願いいたします。社会基盤維持基金繰入金は、県道改良事業負担金の増額補正に

対応するため、財源を調整するものです。 

まち・ひと・しごと創生事業基金繰入金は、学校作業療法の効果研究事業が国立研究開発法人

の研究開発事業の採択を受けたことから、その財源を調整するものです。 

11ページから12ページにかけての市債ですが、先ほどの第４表、地方債補正の説明のとおり、

その事業の調整に合わせて借入れを調整するものでございます。 

13ページをお願いいたします。ここからは総務部所管の歳入歳出予算について説明させていた

だきます。歳入は、歳出の財源内訳の中で説明させていただきます。また、人件費の補正が各費

目に計上されておりますが、後ほど一括で説明させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、15ページをお願いいたします。上段の総務管理費、防災費の035防犯カメラ設置補助

金20万円につきましては、民間企業からの要望により補助が生じたことから計上しておるもので

ございます。なお、財源につきましては防災基金からの繰入金で、事項別明細の記載のとおりと

なっておりますのでお願いいたします。 



第６回予算特別委員会 Ｒ７.12.16 

 

 

 3 / 27 

 

次に、34ページまでお飛びください。よろしいでしょうか。それでは、ここからは人件費の補

正予算について説明をさせていただきます。特別職、議会議員の方の給料と報酬については、左

から６列目の期末手当の列で、昨日の支給月数を0.05月アップさせたことによる増額となります。 

次に、35ページをお願いいたします。人件費全体としましては、上段の右から２列目の合計を

御覧いただきますと、１億2,291万2,000円の増加になります。 

36ページをお願いいたします。ここが正職員の内訳になりますが、上段の一番下の行の比較の

ところを御覧ください。まず職員数は２人増加、給料、手当、共済費の増加の主な要因としまし

ては、人事院勧告に伴うものでございます。 

下段に移りまして、通勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、こちらの増加につきまして

は人事院勧告によるものでして、退職手当の負担金は、その影響によるものということになりま

す。残りの時間外勤務手当につきましては、年度末を見込んだ差額となっております。 

次に、37ページをお願いいたします。ここが会計年度任用職員になりますが、上段の一番下の

行の比較を御覧ください。報酬、給料、職員手当、共済費が増加しておりますが、主な要因とし

ましては、正職員同様の人事院勧告に伴うものとなります。 

下段については、正職員と同様に人事院勧告に伴います通勤手当、期末手当、勤勉手当、その

影響による退職手当となります。以上でございます。 

●委員長（高原邦子） 

続いて説明を求めます。 

□議会事務局長（砂田健太郎） 

議案第138号で説明をさせていただきます。 

13ページをお願いします。目01議会費の節01報酬から08旅費までの合計128万1,000円のうち、

106万9,000円につきましては、人事院勧告による影響額と令和７年９月末で会計年度任用職員１

名が退職したことに伴う人事異動による変更です｡詳細につきましては、総務部人事課へお願い

します｡ 

節03職員手当等の細節014議員期末手当21万2,000円につきましては、議案第113号関連の議員

期末手当の増額分となります。以上でございます。よろしくお願いします｡ 

●委員長（高原邦子） 

続いて説明を求めます。 

□消防長（堀田丈二郎） 

一般会計補正予算に係る消防本部が所管する内容について説明いたします。歳入から説明しま

す。 

予算書９ページをお願いします。中ほど、緊急消防援助隊設備整備費補助金ですが、ポンプ自

動車更新事業の補助金確定に伴う増額です。 

次に歳出ですが、29ページをお願いします。17節車両購入費ですが、ポンプ自動車更新に伴う

入札差金の減額です。説明は以上です。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。よろし

いですか。 
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（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前10時13分  再開 午前10時14分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【企画部所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、企画部所管の歳入

歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□企画部長（森田雄一郎） 

それでは、予算書で御説明いたします。企画部所管の補正予算でございます。 

15ページをお願いいたします。06の企画費でございます。18節の負担金補助及び交付金のみと

なります。 

060空き家利活用促進補助金の増額補正につきましては、家財処分等に対する補助金に不足が

見込まれるための補正でございます。 

続いて、880地域おこし協力隊定住起業補助金の減額補正につきましては、協力隊員卒業後に起

業する予定だった方の起業が延期になったため、減額するものでございます。 

954移住者住宅ローン利子補給金の増額補正につきましては、申請件数増加により増額をさせ

ていただくものでございます。 

以上で企画部所管の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

今の954移住者住宅ローン利子補給金は申請者が増えたということですけれども、差し支えな

ければ件数をお願いします。 

●委員長（高原邦子） 

答弁を求めます。 
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□ふるさと応援課長（早川洋司） 

今のところ、今年度は９件の申込みを予定しております。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

○委員（住田清美） 

同じく負担金のところの880地域おこし協力隊定住起業補助金ですが、今回は見送ったという

ことなのですが、次年度以降、起業される予定はあるのか、また卒業後、これって何年以内にし

か利用できないのかとか、その辺がありましたらお願いします。 

●委員長（高原邦子） 

答弁を求めます。 

□企画部長（森田雄一郎） 

一応、隊員を卒業して１年以内に使うということが条件になっております。この方が今年度は

ちょっと見送りになりましたけれども、来年度以降どうなるかは今後検討されるというように考

えております。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

それでは、ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前10時18分  再開 午前10時19分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【市民福祉部所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、市民福祉部所管の

歳入歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

それでは、市民福祉部所管の補正予算について御説明申し上げます。まず歳出から説明させて

いただきます。 
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17ページをお願いします。上段の戸籍住民基本台帳費のうち、一般備品購入費54万3,000円は、

外国人が所持する在留カード等のＩＣチップに住居を記録する端末を振興事務所用に３台購入

するものです。 

続いて、18ページをお願いします。社会福祉総務費、中ほどの負担金補助及び交付金のうち、

102科学研究費交付金、これは名古屋市立大学講師と飛騨市長との共同で学校作業療法の自治体

パッケージモデルを研究するために予算立てしておりましたが、今回、国内の団体が実施する研

究開発事業としてこの事業が採択されたため、不用額として減額するものであります。 

その下、19扶助費の特別障がい者手当、重度心身障がい児福祉手当の増額は対象者の増加によ

るものでございます。 

このページの下から２つ目の福祉サービス給付費6,700万円の増額は、少し多いのですけども、

これは短期入所、グループホーム、就労継続支援Ｂ型、重度訪問介護の障害サービスの利用者が

増えたためでございます。 

続いて、19ページをお願いします。上段、上から3つ目の電算システム開発委託料は、令和７年

度税制改正に対応するための国民年金システム改修費です。 

飛んで、23ページをお願いします。保健衛生費ですけれども、一番上の岐阜大学医学部地域枠

負担金は、今年新たに学生１名が入学したため、その１人分の年間負担金を追加するものです。 

その２つ下、115予防接種委託料は、令和７年の定期接種不足分を補正させていただくものでご

ざいます。 

次に、歳入を説明いたします。 

９ページをお願いします。上段の民生費国庫負担金のうち、特別障がい者手当等給付費負担金

は、先ほど歳出で説明した特別障がい者手当に国が４分の３を負担するものでございます。 

その下、障がい福祉サービス等負担金、これも歳出で説明いたしました障がい福祉サービス給

付費に対する負担金で、国が２分の１、県と市が４分の１ずつを負担いたします。 

一番下の国民年金事務委託金は、国民年金システム改修費に対する10分の10の国庫支出金です。 

以上で説明を終わります。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

予算書の18ページで説明されました福祉サービス給付費の不足見込額6,700万円、これを例え

ば施設ごとに分けて制度別というか、施設別というか説明はできますか、。 

□総合福祉課長補佐兼障がい福祉係長（籠戸重明） 

施設ごとまでは、今、即答はできませんが、14種類の福祉サービスがありまして、そのうちの

中でも、先ほど部長の説明があったとおり、短期入所ですとかグループホーム、またＢ型事業所、

そこの利用が増えたということになります。Ｂ型については、施設は、今、飛騨市内で５事業所

あります。短期入所につきましては市内では１つで、あと高山に短期入所できるのが３施設程度

あります。グループホームにつきましては、飛騨市内では１事業所、古川いこいで、高山につい

てはちょっと定かではありませんが、10か所ぐらいのグループホームがあると思われます。 
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○委員（籠山恵美子） 

それらのトータルの不足見込額ということなんですね。 

□総合福祉課長補佐兼障がい福祉係長（籠戸重明） 

利用者が増えたということになります。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

○委員（水上雅廣） 

基本的なことで申し訳ないですけれども、例えば特別障がい者手当とかがその月々で増えてい

るという説明ですけれども、これは例えば診断のランクが上がってきたとか、そういったことで

認定の数が増えてきておるのか、どういうことが要因なのか教えていただいていいですか。 

●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。答弁を求めます。 

□総合福祉課長補佐兼障がい福祉係長（籠戸重明） 

これについては医師の診断書が必ず必要になりまして、その診断書によって認定されたもので、

要因につきましては、我々も分析は一応したのですが、今年度についてはたまたま多い年だった

ということになりまして、そういった要因というのは特にありません。たまたま多かったという

ことです。 

○委員（籠山恵美子） 

そうしますと、利用者さんが増えるのは、きちんと診断書があって認定されて喜ばしいことで

すけれども、何でこの年度末にかなと思うのですが、もっと年度当初に認定されていれば早くに

手当ができたんじゃないかなと思いますけど、この6,700万円は遡及されて払われるのですか。 

●委員長（高原邦子） 

答弁を求めます。 

□総合福祉課長補佐兼障がい福祉係長（籠戸重明） 

6,700万円はサービス給付費といって、手当とはまた別の、短期入所ですとか、先ほど言いまし

た施設入所ですとか、そういった障害サービスの補正になります。手当については、福祉手当と

言いまして、毎月、特別障がい者手当ですと大体月額２万9,590円の支給とかになっておりまし

て、それとはちょっと趣旨がまた違うようになっております。 

補正のタイミングについては、その月によって年度内の対象者が増える、毎月増えたりもして

いますし、後半にかけて対象者が増えたということで今のタイミングになりました。 

○委員（籠山恵美子） 

後半にぐっと増えてきたという、金額は大きいですよね、それはどういう要因なのですか。月々、

拾ってはみえるのでしょうけれども、後半にぎゅっと増えたというのは何か要因があるのですか。 

□総合福祉課長補佐兼障がい福祉係長（籠戸重明） 

給付費については、後半というか、当初予算を組んだときは昨年の大体８月頃に予算編成をし

ておりまして、その後に令和６年度に報酬改定もありまして、それでベースアップもありました

し、利用者も予想以上に増えたということで、今回補正させていただくということになりました。

当初予算を組んだのがちょっと早い時期だったということで、それはちょっと見込めなかったと
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いうこともあります。 

●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。ほかにございませんか。 

○委員（森要） 

福祉サービスの給付費の増額でありまして、非常に障害者の手帳の所持者が増加になっている、

それから親亡き後の就労継続支援Ｂ型利用とか、短期入所が増えているという、まさに8050（ハ

チマルゴーマル）問題というのもあるんだということがあります。この8050問題というのはどう

いうことか教えてください。 

●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。 

□市民福祉部次長兼総合福祉課長（都竹信也） 

8050問題というのは、80歳の親に50歳の息子という２人暮らしのような、いわゆる実年世代で

ある50歳代の方が働かずに引き籠もった状態になっていて、親の年金で暮らしていると、こうい

ったような状態像のことを一般的に言うような言葉となっております。 

○委員（森要） 

それで、それが最近どのように増えているというようなことを把握してみえるのでしょうか。 

□市民福祉部次長兼総合福祉課長（都竹信也） 

数として把握はしておりませんが、日々の相談であったり、状態像のある方からの相談の中で

対応していくということですね。その状態で安定されると、割と声が上がってこないというのが

ございます。やはりその生活でもう既に安定されておりますので。ただ、やはり親がお亡くなり

になられたときに突然ちょっと慌てるというような事態がございますので、今できる限り、そう

いった世帯も地域生活支援拠点ということで把握に努めて、巡回訪問員がいろいろなところを回

るのですが、手帳を持たれたところへ回っていますので、中には手帳を持たれない方のほうが

8050問題の場合は多くて、そういったところも、ただ飛騨市の場合は、ある程度把握ができてい

ると、数でしっかりはつかんでいないので、申し訳ございません。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

それでは、ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第139号 令和７年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号） 

●委員長（高原邦子） 

次に、議案第139号、令和７年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第２号）を議題と

いたします。説明を求めます。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

それでは、議案第139号、国民健康保険特別会計の補正予算について御説明をいたします。 

今回の補正は、事業勘定の歳入歳出にそれぞれ100万3,000円を追加し、総額を26億104万3,000
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円に、直営診療施設勘定の歳入歳出にそれぞれ251万8,000円を追加し、総額を２億444万1,000円

とするものです。 

最初に、事業勘定ですけれども、主な内容につきましては、全て人事院勧告に伴う人件費に関

するもの、予備費における財源調整のみとなりますので、詳細についての説明を省略させていた

だきます。 

次に、直営診療施設勘定について説明いたします。 

18ページをお願いします。上段、歳入ですが、03繰入金、02他会計繰入金は、歳入歳出の調整

に伴う増額です。 

下段の歳出ですが、全て人件費に係る補正ですので、説明を省略させていただきます。簡単で

すが、以上で説明を終わります。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第140号 令和７年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第２号） 

●委員長（高原邦子） 

次に、議案第140号、令和７年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第２号）を議題といた

します。説明を求めます。 

□市民福祉部長（野村賢一） 

議案第140号、介護保険特別会計の補正予算について説明を申し上げます。 

今回の補正は、保険勘定の歳入歳出にそれぞれ885万7,000円を追加し、総額を34億9,439万

6,000円に、事業勘定の歳入歳出にそれぞれ35万3,000円を追加し、総額を1,235万3,000円とする

ものでございます。 

まず、保険勘定から説明いたします。９ページをお願いします。下段の01賦課徴収費について

は、税制改正に伴うシステム改修の費用であり、それ以外の一般管理費から10ページの02認定調

査費等にわたるものが全て人件費に係る補正でございます。 

11ページをお願いします。上段、02保険給付費の07介護予防サービス計画給付費のうち、中段

の01介護予防生活支援サービス事業費は、不足が見込まれるための増額でございます。 

下段の01一般介護予防事業費から12ページにもわたるものは、人件費に係る補正でございます。 

13ページをお願いします。中段04保健福祉事業費の01介護事業勘定繰出金は、勘定間の調整に

よるものです。 

02の保健福祉事業費は、介護予防支援のプランに係る助成金の不足が見込まれるための増額で

す。 

下段、予備費は、全体の財源調整をさせていただいております。 

６ページにお戻りください。歳入でございますが、03国庫支出金から８ページの07繰入金につ

きましては、歳出計上に伴う財源の調整をさせていただいておるものでございます。 
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次に、事業勘定について説明します。 

24ページをお願いします。歳入です。上段、歳入ですが、02繰入金、01保険勘定繰入金は、歳

入歳出の調整に伴う増額でございます。 

下段の歳出ですが、全て人件費に係る補正ですので説明を省略させていただきます。以上で説

明を終わります。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前10時38分  再開 午前10時39分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【環境水道部所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、環境水道部所管の

歳入歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□環境水道部長（谷口正樹） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）、環境水道部所管の事業につ

いて説明いたします。 

最初に、歳出について説明いたしますので、23ページを御覧ください。下段の目02じん芥処理

費ですが、節01報酬から次ページ04共済費までは、本年度の人事院勧告に伴う人件費の増額でご

ざいます。 

24ページをお願いします。上段の節02委託料ですが、それぞれ入札差金及び事業料の精算見込

みに伴う減額でございます。 

その下、03し尿処理費、節12委託料ですが、こちらもそれぞれ入札差金及び事業料精算見込み

に伴う減額でございます。 

次に、歳入について説明いたしますので、８ページにお戻りください。下段の節02清掃負担金

でございますが、それぞれ施設における管理運営費の減に伴い、高山市からの委託に関する規約
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に基づく負担金の減額でございます。以上で、環境水道部所管の説明を終わらせていただきます。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆議案第141号 令和７年度飛騨市下水道汚泥処理特別会計補正予算（補正第２号） 

●委員長（高原邦子） 

次に、議案第141号、令和７年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第２号）を

議題といたします。説明を求めます。 

□環境水道部長（谷口正樹） 

それでは、議案第141号、令和７年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第２号）

について御説明いたします。 

今回の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ165万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億8,765万1,000円とするものでございます。 

５ページを御覧ください。歳出の部、目01一般管理費の節01報酬から04共済費までは、本年の

人事院勧告に伴う人件費の増額でございます。 

次に、歳入について説明いたしますので、４ページをお願いいたします。上段の目01下水道汚

泥処理事業分担金は、先ほど歳出で説明した一般管理費の増額に伴う高山市からの分担金の増で

ございます。 

下段の目01一般会計繰入金も、同様に一般管理費増額に伴う増額でございます。以上で説明を

終わります。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。ないで

しょうか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前10時44分  再開 午前10時45分 ） 
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◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【農林部所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、農林部所管の歳入

歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□農林部長（野村久徳） 

一般会計補正予算書（補正第３号）により説明いたします。歳入については、歳出と併せて説

明いたします。 

25ページを御覧ください。農業振興費の負担金補助金及び交付金は、農地の集約化等に協力す

る地域に対して協力金を支払うものです。県営土地改良事業を進める玄の子土地改良事業推進協

議会、杉崎土地改良事業推進協議会に支払う所要額です。財源は、県補助金として同額を歳入で

計上しております。 

償還金利子及び割引料は、同機構を通じて地域の担い手農業者に農地を貸し出した場合に地権

者に協力金が支払われる事業です。今回は、当該事業の一部に賃借契約が解除されたため、交付

金の一部を返還するものです。地権者から収入される同額を歳入の雑入で計上しております。 

畜産振興費のうち、強い畜産構造改革支援事業補助金は、事業量減によるものです。飛騨牛保

留導入支援事業補助金の減額は、県協会からの割当て頭数が減ったため、補正するものです。関

係する歳入の県補助金及び雑入を減額補正しております。 

次の26ページを御覧ください。林業振興費の委託料は、本年９月に発生した熊による人身事故

を踏まえて、くくりわなや箱わなの捕獲技術などについて講習会を実施するものです。 

市有林管理費の審査事務委託料及び登録認証発行支援委託料は、市有林を整備するに当たり、

森林吸収系Ｊ－クレジット制度を活用するための登録や審査に必要な経費になります。今回の前

川議員の一般質問の中でも答弁させていただきました。また、その中で委託先のコンサルタント

業務が全国的な状況から混み合っているとの御指摘がありました。事情はそのとおりでございま

すが、繰越しの可能性がないとは言えませんが、本年度中に委託成果報告書が完成するよう調整

に努めてまいります。以上で農林部所管の補正予算の説明を終わります。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

○委員（野村勝憲） 

今、説明ありました熊の問題ですね。有害鳥獣捕獲事業として安全管理の講習を市単独で行う

ということですが、古川と神岡ということでそれぞれ猟友会の会員に向けて実施するということ

なのですけれども、飛騨市の場合、猟友会は４支部になっていると思いますね、神岡、古川、そ

れと宮川、河合。問題は、河合、宮川の支部に対しての講習会は行わないのですか。 
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□林業振興課長（佐々木秀信） 

河合と宮川につきましても古川会場のほうでやりますので、会場が古川になるか、神岡になる

かというところでございます。 

○委員（野村勝憲） 

今朝もテレビで朝８時からやっていたのですけれども、特に東北ですね、東北でも秋田、それ

から岩手なんかは、やっぱり雪の中でも民家に入ってくるということを放映していたのですよ。

それで、これは農林部は直接はあれかもしれないですけれども、やはり夜の飲食には相当影響し

ているのですね。現実に飛騨市内でも、特に古川なのですけれども、月曜日から木曜日、ウィー

クデー、金曜日・土曜日はそこそこなのですけども、もう０人とか１人とかというお客さんなん

ですって。やはり熊が怖いので、夜、出歩けないというようなことが来ているのですけれども、

その辺の情報は入っていますかね。 

□林業振興課長（佐々木秀信） 

今のところ、そういった情報というものは入っておりません。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

○委員（前川文博） 

今のＪ－クレジット制度の話なのですが、今年、申請はするけれども、登録が来年になる可能

性があるということでよろしいのですか。 

□林業振興課林務係長（増田千恵） 

現段階の予定としましては、今年度中にプロジェクト登録の申請まで進もうと思っております。

Ｊ－クレジット制度は年度ごとに運営をされておりまして、今年度、令和７年度の３月31日まで

に今回の認証を終えたという報告書を認証委員会に出す必要がありまして、それを３月31日まで

にできるように進む予定です。 

○委員（前川文博） 

そうすると、今、繰越しの可能性がという話があったのですが、繰越しになると、来年、令和

８年度の認証ということでいいですか。 

□林業振興課林務係長（増田千恵） 

繰越しになりますと、今回のこの審査業務が令和７年度中に終了せずに令和８年度になるとい

うことになると思います。そうなりますと、先ほど申し上げた令和７年度中の認証１年目になる

申請が３月31日までに出さないといけないので、それがずれ込む、そうすると認証自体が１年

丸々ずれ込むということになります。 

○委員（前川文博） 

そうすると、全員協議会の折に商工観光部のほうから説明があった収益試算表があるのですが、

これは全て１年遅れていくということになるのですか。2026年１年目というところでもう数字が

上がってきているのですが、プロジェクトの認証が令和８年度に入ると、令和９年度じゃないと

１回目が取れない、そういう考えでよろしいですか。 

□林業振興課林務係長（増田千恵） 

おっしゃるとおり、クレジットの収入がずれ込む形になります。 
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●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。 

○委員（籠山恵美子） 

そのＪ－クレジット制度のことなのですけど、なかなか複雑で理解するのに努力が要るのです

けど、今議会の当初に説明がありました予算の主要施策というのを見ているのですけれども、こ

の中に書いてあるのを見ると、こういうような取組は、Ｊ－クレジット制度の認証などは市がや

るのでしょうけれども、実際にはいろいろな資源の維持とか、そういう活用事業、それからいろ

いろなまちづくりの体験事業、そういうものに活用していきますと。「なお、この取組は、昨年

８月に前田建設工業株式会社との間に締結した連携協定に基づき実施するものです」となってい

るのですけど、「なお、この取組は」というのは、要するに市と前田建設工業がこういうことを

やりますという提携をする、実際に市の中の自然資源の維持、保全、活用とか、まちづくりのツ

アー、こういうものをみんなこの前田建設に業務委託するということですか、この取組という意

味は。 

●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。 

□農林部長（野村久徳） 

まず、このＪ－クレジット制度は、確かにあまり今のところなじみがありませんので複雑かと

思います。 

まずＪ－クレジット制度を本当に簡単に説明しますと、一つは日本政府が関係機関を通して認

証するという制度で、その中に森林によるＣＯ２の吸収だとか、ほかには例えば省エネとか再エ

ネとか、こういったものがどれだけ、要はＣＯ２とかが削減された結果、温室効果ガスなどの量

をクレジットとして販売するという内容になっています。なので、前川議員の一般質問の折にも

簡単に御説明しましたけれども、まずは森林整備をして森林の価値を上げていくということが

我々の仕事になります、市有林の。その上で、せっかくだったらこのＪ－クレジットが獲得でき

るようなことができないかということなのですが、いろいろな手続がございまして、一つは今度

販売しなきゃならないんですよね。販売の方法には、相対の方法とか、あるいは仲介事業者を介

した方法、それから金融機関とか商社を通した方法ってあるのですけれども、余ってしまったら

やっぱりお金になりませんので、なので前田建設と連携協定を結ばせていただいて、前田建設に

そのクレジットを買っていただいて、今度はそこで利益が出るわけなのですが、それはいろいろ

なことにこれから、もちろん前田建設とはいろいろな交流を通じて連携協定をやっていくのです

けれども、そこについては基金を積んで、前田建設がまずは連携協定の中でそういったことにな

りますし、ほかのことにも使い方次第では使っていけるという制度になります。 

○委員（籠山恵美子） 

そうしますと、私の頭で理解できるのは、売却益ってことが書いてありますけど、市は市有林

を大いに整備する、そして面積だか何だかは分かりませんけど、その整備割合でＪ－クレジット

の価格が決まってきます、そのＪ－クレジットを前田建設工業に売ってくださいと売却をお願い

して、前田建設工業がそれを市中に売ります、売ってこれだけ売却益が上がりましたよというの

が市に戻ってきて、それを基に市は自然資源の整備とか、まちづくり何たらかんたらって市の事
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業に振り分けるということなのですか。 

□農林部長（野村久徳） 

まず利益をどう使うかという話と、どういうように市のほうにお金が入ってくるのかはちょっ

と切り離さないと分かりにくいので、まず森林整備をすると森林の状態がよくなるので、その分、

木とかが、例えば杉だったら太くなったりして、要はＣＯ２を保定する量が増えていくわけです

よね、それをまず認証していただきます、国の関係機関の制度に、事業自体も登録してもらいま

す。それで、そういうクレジット用の口座を設けて、そこと実際、今回の場合は連携協定で前田

建設工業のほうと事前にそういう取決めをしておいて、そこでクレジットという信用価値を購入

していただくと、それに対する対価が市のほうに上がってくるということになります。それを一

応、市のほうで新たに基金をつくって基金に積んで、それからそれを活用して、いろいろな事業

をしていくというような流れが全体の骨格というか、スキームになります。 

○委員（籠山恵美子） 

そうしますと、この前田建設工業が買うんですね。前田建設工業がＪ－クレジットを預かって、

また市中にそれを売って、前田建設工業もそれなりにもうけを取りますよという意味ではないん

ですね。 

△市長（都竹淳也） 

そうではなくて、Ｊ－クレジットは誰が買ってもいいんです。要するに誰が買ってもいいもの

を、いろいろな会社がＣＯ２削減に自分も貢献しているということを出していかなきゃいけない

ので、ところが自分のところで山を持っていたりしませんし、会社の中でＣＯ２削減をやるとい

っても限界があるのでＣＯ２削減分を買うわけですよ。それで自分の会社は地域に貢献した、地

球に貢献したということができるというのがこのＪ－クレジットの制度なんですね。それで、そ

れは誰が買ってもいいので、前田建設工業が買わなくても別のＡ社なり、Ｂ社なりが買ってもい

いんです。ただ、飛騨市が発行したものを前田建設工業が連携協定を結んでいるので飛騨市のや

つを買いましょうと言ってくれると、こういうことです。誰が買ってもいいので、入ってくると

ころは全然別のＪ－クレジットのところからお金が入ってくるので、前田建設工業から直接入っ

てくるわけじゃないんですよ。なので、ほかにも例えば同じように協定を結んで、飛騨市のＪ－

クレジットを買って、我が社は地球環境のＣＯ２削減に貢献したいというところがあれば、そこ

が買ってくれると確実なお客様にある種なるわけですから、それはうちも助かるし、買ってくれ

るほうはもう飛騨市との関係の中で貢献できたと、目に見えて、このまちのこれに貢献できたと

いうのが分かるのでウィン・ウィンになるという仕組みなので、なので市中の制度を使いながら

お互いにウィン・ウィンの仕組みをつくるということなので、直接のお金のやり取りがあるとい

うことではないということなんですね。 

○委員（籠山恵美子） 

分かりました。そうすると、たまたま前田建設工業が今回買ってくれるということになりまし

たけれども、さらに飛騨市が整備すればするほど、ほかの企業が提携を結んで、そこも買ってく

れるみたいなことになるということですか。 

□農林部長（野村久徳） 

今後は、そういう可能性もあるということでございます。 
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●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

○委員（森要） 

農業振興課の機構集積協力金のことで、まず伺います。非常にたくさんのお金が、2,758万9,000

円、これは玄の子地区と杉崎地区の土地改良ということで、大体、玄の子は幾ら、杉崎は幾らと

いうことをまず教えてくださいますか。 

□農業振興課長補佐兼農務係長（野上英一） 

玄の子地区、是重地区につきましては約600万円、杉崎地区につきましては約1,100万円といっ

た数字になっております。 

○委員（森要） 

そこで、この使途につきましては、それぞれ農業機械の導入とか、農道とか水路の維持管理と

か、自由に使えるというようなことを聞いておりますが、玄の子地区については600万円、それか

ら杉崎は1,100万円に対して、どんなような使途になるかということは把握されているでしょう

か。 

□農林部次長兼農業振興課長（堀之上亮一） 

このお金につきましては、土地改良事業の中で、例えば５反というような形で農地が整備され

るのですけれども、中には２反でやりたいという人がいらっしゃったりとか、そういった場合に、

あぜ道をつくったりとか、それから水門、水路、取水・排水のところの工事が必要になってまい

りますので、そちらの部分に当て込むという形を、今まで運用資金がありましたので、そちらで

やってきたのですが、そちらに当て込むというような形になっております。 

○委員（森要） 

それで、具体的に玄の子地区がどういうものを、杉崎地区がどういうものということは把握さ

れていますか。把握されていないのはいいのですが、実はこの前も出たのですけど広くすると畦

畔の草刈りが非常に大変なんだと、それを市で見てもらえないかというようなこともあったので

すが、こういったお金を使うということはできないのでしょうか。 

□農林部次長兼農業振興課長（堀之上亮一） 

資金のほうでは、そういった工事費とかに使っていくのと、あと、これからの維持管理とか、

そういったところに使っていくことにはなっております。ただ、今の草刈りとか、そういったと

ころについては、今後、組織を新しくつくりまして、そちらで検討していくことになります。例

えて言いますと、玄の子地区のほうにつきましては、今、令和８年度で解散する予定があるので

すけれども、今後も次の組織といいますか、そういったところを引き継いでいきまして、多面の

交付金のほうを活用するような形で、そういったところも含めて、地域全体で草刈りとか、そう

いったところを守っていきたいということを考えております。 

また、そのほか、今後、何らかの形で工事をした場合の負担金とかも発生してくるわけなので

すけれども、そういったところにも活用していくことを地域の今の協議会のほうと相談して決め

ていきたいと思っております。 

○委員（森要） 

再確認ですが、今言った畦畔の草とかにつきましては、今後、新たな組織をつくってやってい
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くという考え、今やるのではなくて今後それをやっていくという考え方なのでしょうか。 

□農林部次長兼農業振興課長（堀之上亮一） 

おっしゃるとおりで今後やっていきたいと。それは組織をそのまま引き継ぐような形をこれか

ら今の役員さんたちと協議をしまして、考えていきたいということを考えております。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前11時06分  再開 午前11時07分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【商工観光部所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、商工観光部所管の

歳入歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□商工観光部長（畑上あづさ） 

それでは、一般会計補正予算（補正第３号）の商工観光部所管分について説明させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

それでは、予算書の24ページをお願いいたします。ページの中ほど、款05労働費、目01労働諸

費の18負担金補助及び交付金の細節743外国人技能実習生等就職奨励金につきましては、外国人

労働者の増加に伴い、申請件数が増えてまいりましたので、不足分を追加するものです。 

次に、予算書27ページをお願いいたします。款07商工費です。目02商工振興費の節12委託料、

細節040ウェブサイト制作委託料につきましては、飛騨市ビジネスサポートセンターのウェブサ

イトのリニューアル費用でございます。セキュリティ面における脆弱性の指摘を受け、改修につ

いて検討してまいりましたが、内容がまとまったことから今回計上させていただくものです。新

しいサイトは令和８年４月１日からの運用を予定しております。以上で説明を終わります。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 
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○委員（籠山恵美子） 

24ページの743の外国人技能実習生等就職奨励金のことですけれども、増えてきたということ

で、これは事業所の方が要望されて、需要があって実習生が来るという関係になっていると思い

ますけど、どういう業種、事業体の方々が求めている感じなのでしょうか、現状は。 

□商工観光部次長兼商工課長（大姶良透） 

本日補正でお願いしてある分ですが、昨年と比べまして外国人材が約64名ほど増えております。

この要因といたしまして、その64名のほぼほぼ３分の２ぐらいが古川町にございます食品の製造

会社の皆様ということで、昨年より工場の増設を検討されておりまして、本年度増設をしており

ます。その関係で30名余りの外国人の方が余分に増員が必要だということを申請の中で伺ってお

りますので、今回、余分に増えてきたということでございます。 

○委員（籠山恵美子） 

そうしますと、約半数というのはそれぞれ、例えば神岡でも需要がありという感じですか、ば

らばらですか。 

□商工観光部次長兼商工課長（大姶良透） 

あと残りの部分につきましては、昨今、飛騨市内の事業者も特にそういった外国人の雇用とい

うことで増えてまいりましたので、その部分の補正でございます。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

○委員（野村勝憲） 

関連で。外国人が増えているということで、特に古川ですけれども、その中で国別で言ったら

一番増えているのはベトナムですか。 

□商工観光部次長兼商工課長（大姶良透） 

特に増えておりますのは、インドネシアの方とカンボジアの方が特に大幅に増えておるという

ことでございます。 

●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。 

○委員（野村勝憲） 

恐らく、食品ということを言われましたけれども、具体的にはパン工場じゃないかと思うので

すが、その辺はどうですか。 

□商工観光部次長兼商工課長（大姶良透） 

委員のおっしゃられるとおりではないかと思っております。 

○委員（野村勝憲） 

心配されるのは外国人とのトラブルですね。そういったケースは飛騨市内では、現在のところ、

そういったことはないんですか。 

□商工観光部次長兼商工課長（大姶良透） 

昨年までは古川町内で一部、そういった事案があったということを聞いておりますが、本年度

に入っては特にうちのほうでは聞いておりません。 
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●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

○委員（森要） 

ビジネスサポートセンターのことでお伺いします。ビジネスサポートセンターを私も１回利用

させてもらったことがあって、非常にいい制度で、本当に寄り添ってもらって関心があります。

そこで、今のビジネスサポートセンターのホームページのセキュリティ強化ということで補正が

あるわけですけれども、これについては現状のサイトを廃止して新たにつくるのですか、そうい

うセキュリティ関係ということでそんなに重要なことがあったのかどうか、セキュリティ強化と

いうことをおっしゃったと思うのですが、その辺を詳しく教えてください。 

□商工観光部次長兼商工課長（大姶良透） 

今回、主に３つの点につきまして、うちのほうで検討させていただきました。 

１つ目は、委員おっしゃられるように脆弱性というところでございます。このビジネスサポー

トセンターのサイトにつきましては、当然センター長であります伊藤先生、そして場所の提供を

していただいております商工会、そして市の三者がアクセスをできるというところで、市のホー

ムページ等と切り離されたサイトでございます。したがいまして、当然そこのサイトにもセキュ

リティの面で委託はさせていただいておりますが、いまいち今の市の情報セキュリティ対策基準

に沿って照らし合わせますと、いまいち弱いというところがありまして、以前より何回かサイバ

ー攻撃とかも受けているというところで、市の情報システム係のほうより指摘をいただいている

というものでございます。 

もう一点はデザイン性ということで、こちらもセンター長のほうから、以前より事業内容であ

りますとか、予約の方法でありますとか、情報の提供というところでもう少しこうしたほうがい

いよねというような御意見もいただいております。 

あと、３点目がコスト面でございます。今現在、市で行っておりますクラウドの利用料であり

ますとか、サーバーのレンタル料、年間保守料、全て込み込みで合わせますと72万5,000円ほど支

払いをさせていただいております。これが新しくリニューアルをした場合に約40万円ぐらいで終

わるであろうということを市のほうでも思っておりますので、そういったところを総合的に考え

まして、今、このタイミングで新しくサイトをつくったほうがいいだろうということでございま

す。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 
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（ 休憩 午前11時16分  再開 午前11時16分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【基盤整備部所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、基盤整備部所管の

歳入歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□基盤整備部長（横山裕和） 

それでは、基盤整備部所管の説明をさせていただきます。 

予算書の27ページをお願いいたします。27ページ上段の商工費のうち、04の施設管理費でござ

います。こちらは250万円、修繕料でございますが、観光施設の突発的修繕に対応するための修繕

費が不足するため、増額するものでございます。 

次ページをお願いします。28ページでございます。28ページの下段、土木費道路橋梁費のうち、

道路新設改良費負担金補助金及び交付金でございます。こちらの県営事業負担金でございますが、

岐阜県が施工する県道等の道路整備に係る負担金が補正等により増額になったことによります

負担金の増でございます。説明は以上でございます。 

●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

○委員（水上雅廣） 

県営事業負担金ですけど、できれば具体的な事業箇所を教えていただきたいと思います。 

●委員長（高原邦子） 

よろしいですか。 

□基盤整備部長（横山裕和） 

県営事業負担金でございますが、当初3,140万円を負担金として計上しておりましたが、今回、

約4,000万円にということでございますが、内訳としましては、国道471号に係るもの、神岡河合

線太江杉崎バイパスに係るもの、また宮城橋の街路事業に係るもの、あと国道360号種蔵打保バイ

パスや中沢上工区に係るもの、古川清見線の平岩工区、また神岡町の蟻川釣瓶線街路事業、こち

らに係るものなど、全体で当初の計上額より不足する分を今回増額させていただくものでござい

ます。 

●委員長（高原邦子） 

ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 
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◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

説明職員入替えのため、暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前11時20分  再開 午前11時21分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

◆議案第138号 令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

【教育委員会事務局所管】 

●委員長（高原邦子） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）について、教育委員会事務局

所管の歳入歳出予算を議題といたします。説明を求めます。 

□教育委員会事務局長（大庭久幸） 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）の飛騨市教育委員会所管分に

ついて御説明いたします。 

まず最初に、今回の補正の１点目は、本年７月から４町の公民館施設をコミュニティ施設に変

更したことによる予算科目の組替えでございます。当初予算は、公民館費、コミュニティ施設費

それぞれ月割りで計上しておりまして、切替え月の支出分が確定した公民館費の残額をコミュニ

ティ費に組み替えるものでございます。 

32ページをお願いいたします。中段、目の05公民館費、10節の需用費から下に行きまして、13

節の使用料及び賃借料までの合計284万3,000円を減額し、コミュニティの予算科目に移すもので

ございます。 

30ページをお願いいたします。目の05コミュニティ施設費、10節の需用費から下に行きまして、

31ページの上段、13節使用料及び賃借料までの合計548万3,000円を増額補正するものでございま

す。減額した額と増額した額の差額264万円につきましては、今年は猛暑により電気使用料の増加

などがあり、年度の残り期間を見越した不足分を加えて補正するものであります。 

２点目、32ページをお願いいたします。上段、18節の負担金・補助金で、集会施設整備事業費

補助金342万4,000円を減額するものです。この補助制度は、地域の集会施設のリニューアル工事

を補助するもので、例といたしまして、トイレの洋式化やエアコンの設置、照明器具のＬＥＤ化

などのメニューがあります。減額の理由は、ある自治区において施設の改修工事を計画しており

ましたが、事情により工事を取りやめたことによる不用額と、また別の区では改修内容の変更で

施工箇所を少なくしたことで事業費が下がり、それに伴い、補助金も減少したため、その差額分

を減額するものでございます。説明は以上です。 
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●委員長（高原邦子） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

○委員（中田利昭） 

神岡町コミュニティセンターのことについてお伺いしたいのですけれども、32ページの集会施

設整備事業補助金が減額になっているのですけれども、これというのは例えば大ホールの暖房の

修理とかは対象外なのか、冬は寒いという苦情をかなり私も受けていまして、ちょっと何とかし

てほしいなと思って聞きました。お願いします。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

こちらの集落有の補助事業につきましては、あくまでも地区の集会施設への補助事業になりま

すので、そちらの神岡町コミュニティセンターの修繕費は別途計上になります。おっしゃいます

ように神岡町コミュニティセンターのほうは暖房が非常に効きが悪いということで従前から把

握はしておるのですが、あちらをやろうと思うとかなり大規模な工事になるということで、ちょ

っとまだ予算計上できていない現状がございます。 

○委員（中田利昭） 

それって幾らぐらいというのはまだ分からないのですか。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

正確な数字は、まだ見積りのほうは頂戴していません。 

○委員（井端浩二） 

32ページの、さっき説明がありました事情によりという集会施設整備事業補助金の減額ですが、

もし無理がないところで、どういう理由と、そして会場が分かれば教えてください。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

２区からそういうお話がありまして、一つは工事の内容を見直したことによって工事費が下が

ったということで減額、それからもう１区は２つ工種があったのですが、どちらも区内の合意形

成が最終段階で合意に至らなかったということで辞退の申出があったというものです。 

○委員（野村勝憲） 

公民館をこの７月からコミュニティ化したということですね。ということは、営利目的の物販

販売もできるようになったと思うのですけれども、実際５か月がたったのですけれども、そうい

ったところは４町で実績が生まれたのでしょうか。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

４町全てでということではないのですが、特に古川町コミュニティセンターにおいては、物販

のイベントごとが少し増えておるかなという感触がございます。例えば商工マルシェであるとか、

従前からボランティアフェスティバルなどのものはあったのですが、物販ものが少し増えておる

感触があります。また、先般の探求フェス、こちらにおいても物販をしていただきまして、そう

いった利用が徐々に増えておる感触がございます。 

○委員（籠山恵美子） 

条例改正があったわけですけれども、名称の変更みたいなものが主な条例改正だったと思いま

す。改めて教えていただきたいと思うのですけど、コミュニティ施設と、それから公民館という

のもありますよね、社会教育費の中に先ほどおっしゃった、これは地域の公民館の話ですよとい
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うのもありました。例えば飛騨市の元中央公民館はコミュニティセンターになったんですよね。

そういうことになると、今、物販ができるようになりましたというようなことは分かりますけど、

そこの施設の要綱みたいなものにいろいろ変更がちゃんとあるということですか。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

今の条例改正の中にそれが含まれておるものではないのですが、位置づけが変わったというこ

とで、これまでは社会教育施設という位置づけですので、いわゆる営利的な物販については、そ

ちらの社会教育法の縛りがかかっておってできなかったというものが、地方自治法上の公の施設

のほうへ位置づけを変えたことによって社会教育法の縛りがなくなったということで、例えば、

本当に販売だけの目的で使っていただくことも可能ではあります。そういったことでチラシをつ

くりまして、市民の方にも周知をかけておりまして、徐々にですが、そういった利用が増えてい

くのではないかというように考えております。 

○委員（籠山恵美子） 

公民館でなくなって、もっとコミュニティセンターというように柔軟化してくるというのの中

で、大体、要綱で変わってくるのは大きく３つあって、今まで物販はできませんよという禁止事

項があり、それから宗教活動も駄目ですよというのもあり、政治活動も駄目ですよというのは公

民館の社会教育法にある禁止事項だったと思いますけれども、コミュニティセンターになれば当

然それは解かれていくわけですよね。そういうのは、やっぱり公平公正にきちんと要綱も直すべ

きだと思います。だから、例えば、今まで中央公民館で、古川で言うと、そこでどこかの政党の

演説会ができませんよというものが、借りられればそれもできるようになるはずですし、宗教団

体の方々もそこで集会をやることもできるようになるはずなんですよね。そういうのはやっぱり

きちんとフェアにやるべきだと思いますが、物販だけ禁止を解くということにはならないですよ

ね。ですから、社会教育法で今まで禁じられたものは全て解かれていきますよねということを要

綱で書かれてありますか。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

そういった要綱は整備をされておりませんが、先ほどから申し上げていますように法律の縛り

がなくなったということで、そういったことは周知をかけておりますので、使いたい内容の御相

談があれば宗教的なものも含めて今は可能になっておるので、お話を聞かせていただいて使って

いただけるような状態にはなっております。 

○委員（籠山恵美子） 

そこはやっぱりこれからのことを考えると、トラブルを防止するためにも、きちんとした内規

なり、要綱なりを整備しておいたほうがいいと思います。その都度、受け付ける側が、コミュニ

ティセンターといっても相変わらず公民館感覚でいたらば、こういうのは駄目ですよということ

になると、そこでトラブルが起きちゃいますよね。ですから、どこかできちんと、私は要綱がい

いと思いますけど、ほかの自治体は要綱できちんと定めてあるので、その辺りはきちんと公平公

正な要綱を整備しておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

今のところ、そういった御相談は受けておりませんが、基本的には何ら縛りがなくなるという

ことですので、よほどのことがない限りは利用いただける状態になっています。特に要綱を整備
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せずとも逆に縛りがないということですので、縛る要綱がないということかと思います。 

○委員（籠山恵美子） 

そうしますと、例えば使いたい方々が、今まで使えなかった方々がコミュニティセンターを使

いたいというときにホームページを見ます、ホームページを見て、ここは使えるかな、使えるな、

あるいは今までの公民館でしたら駄目なのですから、そういうのを見て公民館は駄目だなという

判断がつきますけれども、そういうのが何もなければどうやって判断できるのですか。市民サー

ビスとして、それは片手落ちじゃないですかね。つくっておいたらいいんじゃないんですか、条

例に似たようなもので、ほかのところの自治体のものを参考にしてつくっておいたらいいと思い

ますが、いかがでしょうか。教育長に聞いたらいいのでしょうか。 

△市長（都竹淳也） 

これはコミュニティセンターだけじゃなくて、例えば友雪館だったり、市内にいっぱい市の公

の施設がありますね、全てに共通したことです。要綱をつくるということは、逆に言うと、原則、

何にでも使えるということですから使えないものを示すという要綱になります。基本的にはフル

オープンなので、要綱をつくるということは例外を示す要綱をつくということなので、こういう

ことは駄目ですというものはつくれると思うので、それは全体的な中で検討してみたいと思いま

す。これはコミュニティセンターだけの問題ではありませんから、市の公の施設全ての話なので、

その中で、ただつくるとすると、そういうものになります。 

○委員（籠山恵美子） 

分かりました。そうしましたら大事なのは受け付ける側の周知ですよね。受け付ける側がきち

んとそのことを踏まえて、ここは公民館ではなくコミュニティセンターになったんだという認識

ですよね。それによって、差別することなく、宗教団体であろうと、政治家がここでミニ演説会

をやりたいのですけど貸してもらえますかというようなことについて駄目ですよということじ

ゃなくて、きちんとそれは公平公正に、条例を変えたのですから、やれるような周知を徹底して

もらいたいと思いますが。 

△市長（都竹淳也） 

おっしゃるとおりだと思います。多分、周知の問題だと思うので、そこで要するに窓口の担当

者がちゃんと勉強せずに、委託してあったりするケースありますので、もう従来の感覚でこれ駄

目よということがないように、そこは多分、周知の問題だと思いますから、また市全体の施設の

中で合わせて検討したいと思いますし、当然、一番、今、変わったところが問題になるところな

ので、そこについてはそういうように周知をしたいと思います。 

○委員（森要） 

私もコミュニティ施設のことで伺います。前、防災訓練のときに、ある方がトイレの洋式化が

まだ少なくてちょっとびっくりしましたなんてことがあって、私が一番最初に議員になったとき

にトイレを洋式化にしてほしいということで要望しましたら順次やっていきますというような

方向があって、もう既に何年もたっているから全部できているのかなと思ったらまだ残っている

ということもありました。 

それから、先般、老人の方々とお話ししたときも、やっぱり今の洋式化のことと、それから古

川町コミュニティセンターは段差が非常にあるんだと、だからもうちょっと障害者の方々が行っ
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たりもできるように段差のあるところを少し改善、玄関の入り口とかがどうもまだまずいんだと

いうようなことがあったので、今後、コミュニティ施設にされると、またそういった方々も入っ

てくることがあると思いますので、一度、古川ばかりじゃなくて見ていただいて、階段、玄関の

入り口はどうか、トイレの洋式化はどうなのかを調査されて、せっかくですので、こういったコ

ミュニティの活動をしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

□教育委員会事務局次長兼生涯学習課長（柚原徹守） 

おっしゃいますように様々な利用をする中で課題が出てくると思います。コミュニティセンタ

ー化したことによって、いろいろな使い方がこれから増えることが想定されますので、利用者の

方にアンケートを今取っておりますが、いろいろな御意見を伺う中で必要な修繕の予算化をさせ

ていただきたいと思っております。 

●委員長（高原邦子） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

以上で、当委員会に付託されました案件の質疑を終了いたします。 

 

◆休憩 

●委員長（高原邦子） 

ここで暫時休憩といたします。 

 

（ 休憩 午前11時38分  再開 午前11時39分 ） 

 

◆再開 

●委員長（高原邦子） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）から議案第141号、令和７年

度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第２号）までの４案件について、会議規則

第96条の規定により一括して議題とし、これより討論及び採決を行います。 

議案第138号から議案第141号までの４案件について一括して討論を行います。討論は、議案番

号を述べて行ってください。討論はありませんか。 

○委員（籠山恵美子） 

私は、議案第138号、令和７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）に反対をいたします。 

理由は、私は条例改正の議案の中で議案第113号に反対するつもりでおりますので、それに関す

る予算がこの補正予算の中に入っておりました。ここに賛成をしてしまうと、私の反対理由の整

合性がつきませんので、議案第138号の補正予算には反対いたします。 

●委員長（高原邦子） 

賛成討論はありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

それでは、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

それでは、議案第138号について挙手により採決を行います。本案は原案のとおり可決すべきも

のとして報告することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

●委員長（高原邦子） 

挙手多数です。よって、議案第138号は原案のとおり可決すべきものとして報告することに決定

いたしました。 

次に、議案第139号から議案第141号までを一括して採決したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

御異議なしと認め、これら３案件について一括して採決を行いたいと思います。 

議案第139号から議案第141号までについては原案のとおり可決すべきものとして報告するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

御異議なしと認めます。よって、これら３案件は原案のとおり可決すべきものとして報告する

ことに決定いたしました。 

以上で、本日の当委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。 

ここでお諮りいたします。ただいま議決しました４案件に対する委員会報告書の作成につきま

しては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

●委員長（高原邦子） 

御異議なしと認めます。よって、委員会報告書の作成については、委員長に一任することに決

しました。 

 

◆閉会 

●委員長（高原邦子） 

以上で、本日の予算特別委員会を閉じます。皆様、お疲れさまでした。 

 

 

 

（ 閉会 午前11時43分 ） 
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